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令和６年度 予防歯科推進事業の概要について 
健康福祉部 健康増進課 

１． 趣旨 

市長の所信である「スポーツの推進と予防医療で生き生きと生活できる健康なまちへ」の具

現化のため、栗東市健康増進計画「健康りっとう２１」の取り組みの一環として、豊かな食生活

を営むことや様々な病気の予防につながる“歯・口腔の健康”を推進するため、予防歯科推進

事業を実施する。 

 

２． 令和６年度 予防歯科推進事業について 

（１）乳幼児期からの予防歯科の啓発 

対象 ： 10 か月、1 歳 6 か月、2 歳 6 か月、3 歳 6 か月児健診を受診する児とその保護者 

内容 ： 新たに作成した啓発リーフレットによる啓発および保健指導 

① フッ化物入り歯みがき剤を使ったむし歯予防および定期健診の必要性について 

② 年齢に合わせた歯みがきの方法等について 

 

（２）小学校における歯科健康教育 

対象 ： 市内９小学校に在籍する２年生の児童  （７～１２月実施 計 23 クラス） 

内容 ： 「２＋２＋２＋２法」を用いたむし歯予防法およびおやつの選び方、食べ方について 

令和７年度以降は、小学校の歯科保健計画に盛り込んで実施予定 

 

（３）予防歯科啓発プロモーション事業 

生涯にわたって健康的な生活を送るために、市民自身が効果的なむし歯予防法を理解し、日

常生活の中で必要な行動を実践できるよう、フッ化物入り歯みがき剤を使用したむし歯予防

と定期健診の必要性の周知・啓発を行う。 

・啓発ポスターの作成・・・市内小学校各クラスの教室内および中学校校舎内に掲示 

・啓発リーフレットの作成・・・小学生に配布し、家庭内においても活用いただく。 

・啓発動画の制作・・・本編１分３０秒～２分程度、ダイジェスト版３０秒程度の動画を制作中。 

 

３． 次年度以降の予定 

（１）乳幼児期からの予防歯科の啓発 

歯科保健専門委員会や乳幼児健診で指導にあたっている歯科衛生士からの要望により、食

事の内容や食べ方等について啓発リーフレットに追加し作成予定。 

（２）小学校における歯科健康教育 

各小学校の歯科保健指導計画に「２＋２＋２＋２法」を用いたむし歯予防法を無理なく 活用

できる方法を検討しながら、継続的な取り組みを行う。 

（３）予防歯科啓発プロモーション事業 

・啓発ポスターを希望する市内歯科診療所や薬局等において掲示 

・啓発動画を学校に提供し、学校や家庭において「２＋２＋２＋２法」を用いたむし歯予防法

の実践と定着を図る。 

令和７年１月１５日 

総合調整会議資料 
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＜乳幼児期の啓発リーフレット（１歳６か月児用）＞ 
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＜啓発ポスター（案）＞ 

 
 

＜啓発リーフレット（案）＞ 

 

 


